
学校いじめ防止基本方針（R３．４．１改訂）

旭市立干潟小学校

１いじめの定義といじめに対する基本的な考え方

【いじめの定義】
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象
となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

※けんかやふざけ合いであっても、いじめに該当するか否かを判断する。

（「いじめ防止対策推進法」より）

【いじめに対する基本的な考え方】
いじめは、全ての児童に関係する問題であり、どの学校・どの学級でも起こ

りうるものという基本認識に立ち、全ての児童が安心して学校生活を送り、様
々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われ
なくなるようにする。 いじめを意図して行った行為ではなく、また、継続して
行われた行為でなくても、児童が心身の苦痛を感じている場合はいじめとして
認知する。「けんかやふざけあい」であっても、児童生徒の感じる被害性に着
目し、いじめに該当するか否かを判断する。
全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよ

う、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為
であることについて、児童が十分に理解できるように指導するとともに、いじ
めが発生した際、児童、保護者等に対して迅速かつ、誠実な対応を心がけ、隠
蔽や虚偽の説明は行わない。
さらに、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要である

ことを認識し、市、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめ
の問題を克服することを目指す。
【いじめ解消の定義】
いじめに関わる行為が止んでいる状態が３ヵ月以上続き、児童が心身の苦痛

を感じていない状態を本人・その保護者との面談等で確認していることとする。

２ 本校におけるいじめ防止対策委員会
（１）子どもサポート委員会

毎月、生徒指導委員会のメンバーに各学年部会の代表を加えて子どもサポー
ト委員会を開催する。各学年から、いじめや、生徒指導に関する案件や問題、
配慮を要する児童について情報を出し合い、今後の指導方針や対応について対
策を話し合う。その後、職員会議において全職員で共通理解を図る。

（２）生徒指導委員会
校長、教頭、生徒指導主任、教育相談担当、養護教諭等からなる生徒指導委

員会を設置し、いじめ防止を含めた生徒指導全般に関する基本方針を策定する。
（４．７．１２．３月実施）



３ いじめ未然防止のための取組
児童一人一人が認められ、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律

正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づ
くりに学校全体で取り組む。
また、教師一人一人がわかる授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図ると

ともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育む
ことができるように努める。
道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また、「いじめは絶対に許さ

れないことである」という認識を児童がもつように、教育活動全体を通して指導
する。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」とし
て、いじめに加担していることを理解させる。
さらに、教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長し

たりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

（１）学級経営の充実
①児童の実態を十分に把握し、よりよい学級経営に努める。
②わかる・できる授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる
授業の実践に努める。

（２）道徳教育の充実
①道徳の授業では、「考え、論ずる」ことを意識したり、映像教材等を活用し、
わかりやすくするなど工夫をする。また、児童の自己肯定感を高めるような
取り組みを推進する。

②全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの
心などを育てる。

（３）相談体制の整備
①日々の学校生活や「教育相談週間」に学級担任により教育相談を行い、児童
一人一人の理解に努める。

②学校として特に配慮が必要な児童について対応をする。発達障害を含む障害
がある児童、LGBT、東日本大震災・原発事故避難児童への適切な対応を行う。

③スクールカウンセラーと関わる時間を設定し、教育相談の充実に努める。
（４）ネット上のいじめに対する対策

①全校児童の携帯電話等の所持率およびインターネットに関する使用状況調査
を行い、現状把握に努める。

②児童および保護者に対する情報モラル講習会などを開催し、意識を高める。
（５）校内研修の実施

①全ての教職員の共通認識を図るため、少なくとも年に一回以上、いじめをは
じめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。

②教職員間の共通認識が形骸化してしまわないために、校内研修を年間計画に
位置づける。

４ いじめ早期発見のための取組
いじめは、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにく

く判断しにくい形で行われることが多いことを認識する。ささいな兆候であって
も、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、い
じめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知するようにする。

（１）いじめ相談体制
児童および保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、スクールカ

ウンセラーやいじめ相談窓口の活用を図る。



（２）アンケート調査
教育相談週間（６月・１１月）での「学校生活アンケート」をもとに、一人

一人の児童と直接話をして、思いをくみ取る。
（３）いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保および資質の向上

校内研修を実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
（４）観察・日記指導

児童の休み時間や放課後の課外活動の中で児童の様子に目を配り、児童が示
す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つようにする。また、日
記などから交友関係や悩みを把握したりする。

５ いじめの相談・通報について
（１）いじめの相談・通報窓口は、教頭・教育相談担当とする。
（２）児童に対し、いじめについて相談することや通報することは、決して恥ずか

しいことでもなく卑怯なことでもないことを指導する。
（３）校外の相談窓口 千葉県警察少年センター 0120-783-497

千葉県子ど親のサポートセンター 0120-415-446
東総研修所相談室 0479-23-5954
海匝教育相談室 0479-63-2540
旭市教育委員会学校教育課 0479-55-5726

６ いじめに対する早期対応
（１）いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を

確認する。
（２）いじめの事実が確認された場合は、特定の教職員で抱え込まずいじめ防止対

策委員会を開き、対応を協議する。
（３）いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者

に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続
的に行う。

（４）いじめを受けた児童が安心して教育を受けるために必要があると認められる
ときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う
等の措置を講ずる。

（５）いじめに対しては、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門
機関（旭市教育委員会 0479-55-5726 旭警察署 043-227-9110 銚子児童相
談所 0479-23-0076）との連携の下で取り組む。

（６）犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会および警察署等
と連携して対処する。

７ 重大事態への対処
（１）重大事態の定義

○いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認められる。

○いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する（年間３０日を目安とし、一
定期間連続して欠席している場合も含む）ことを余儀なくされている疑いが
あると認められる。

○児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申し立てがあっ
た。（「いじめ防止対策推進法」より）



（２）重大事態の報告・調査
○重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。
○教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。この組織につ
いては、スクールカウンセラーやPTA会長、主任児童委員等の専門的知識お
よび経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又
は特別の利害関係を有しない者（第三者）とし、公平性・中立性を確保する。

○上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するととも
に、関係諸機関との連携を適切にとる。

○調査は、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があっ
たか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を明確にする。
この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに
調査する。

○上記調査結果は、関係機関等に対して積極的に資料を提供するとともに、調
査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組む。

【いじめられた児童からの聴き取りが可能な場合】
いじめられた児童からの聴き取りが可能な場合、いじめられた児童から十分

に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対して質問紙調査や聴き取り調査を
行う。
この際、いじめられた児童や情報を提供してくれた児童を守ることを最優先

とした調査とする。調査による事実関係の確認とともに、いじめた児童への指
導を行い、いじめ行為を止める。
いじめられた児童に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童の状

況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援
等を行う。

【いじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合】
児童の入院や死亡など、いじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合は、

当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調
査について協議し、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を実
施する。

８ 公表、点検、評価等について
（１）学校いじめ防止防止基本方針をホームページ上で公表する。
（２）いじめに関しての調査や年度毎の比較を実施する。
（３）いじめの防止等に向けた取組について学校評価を用いて検証し、その結果を

教育委員会および保護者・地域に報告する。

９ その他
毎年、県および市のいじめ防止基本方針が策定された際は、県および市の方針

を参考に点検し、必要に応じて修正をする。
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